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議案第１号　第４期障害者プランの実績報告について

第４期障害者プランの実績報告について、事務局より報告。（資料の２を参照）
令和６年度の実績として、新しい事業及び注力した事業について説明する。
まず、市民への啓発については、令和６年度の実績として広報あびこ１１月１６日号に障害者週間の啓発として、障害者に係るマークの紹介と市内で製品販売を行っている２つの事業所の紹介記事を掲載。また、令和６年１１月９日にアビイクオーレにて、ABIKO2024～障害者週間記念イベント～を開催し、ボッチャ、福祉マルシェ、ポスター展示、スタンプラリーを実施。
続いて、自立支援協議会の充実について説明する。
自立支援協議会をより充実した協議の場とするため、本部会および各部会について、これまでよりも幅広い分野の方に委員委嘱を行った。その中で、障害のある方の住まいや暮らしについて考えるための新たな部会「くらし部会」の立ち上げに向けた取り組みを行った。新たに立ち上がったくらし部会での取り組み内容については、議案第２号にて報告実施。
続いて、障害者差別解消法の推進について説明する。
県条例による広域専門指導員と連携しながら、障害者差別に関する相談対応を行った。また、差別解消法の改正に伴う合理的配慮の義務化と補助犬の同伴について、市内の医療機関、公共交通機関、宿泊業者に対して啓発のための通知を行った。
続いて、介護給付、訓練等給付について説明する。（資料３参照）
まず、居宅介護における実績値は計画値を上回っている。利用者のニーズは高くなっている傾向である。
続いて、就労移行支援における実績値は、計画値から上回っている。より多くの就労へのニーズがサービスの利用へ繋がっていると考えられる。なお、就労継続支援B型における実績値は大きく上回っており、より多くの就労へのニーズがサービスの利用に繋がっていると考えられる。
続いて、短期入所（福祉型）における実績値はほぼ計画通りである。成人だけでなく児童も含め、ニーズが高いと思われる。短期入所（医療型）における実績値も、ほぼ計画通りであり、主に医療的ケア児の支給決定となっており、ニーズが増えてきたと思われる。
最後に、共同生活援助における実績値はほぼ計画通りであり、施設自体が増えていることで、今後増加傾向が想定される。
資料２に戻り説明。
続いて、合同企業説明会の実施について説明する。介護サービス事業者連絡協議会及び福祉施設連絡会の主催、高齢者支援課と共催による「福祉のしごと相談会」を令和６年１１月９日に開催。今年度は令和７年１１月１５日に開催。
続いて、障害者まちかど相談室の活用について説明する。定期的な報告会や連絡会の実施を通して、障害者まちかど相談室と基幹相談支援センターや地域の相談支援事業所との連携による相談体制を築いている。また、まちかど相談室職員の自立支援協議会やグループホーム連絡会への中心的な参画や、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の取り組みの一環としての病院訪問等を通して、様々な分野での地域の連携体制を構築している。
続いて、緊急対応対象者リストの活用について説明する。要件として、療育手帳を所持し、養護者と2人世帯としている。これに該当する方のうち、緊急時に支援を必要とする方の情報を取りまとめた緊急対応対象者リストを作成し、障害者まちかど相談室に共有。まちかど相談室ではリスト掲載者と適宜面談等を行い、緊急時に迅速に支援が提供できる体制を構築していく。
続いて、専門的人材の活用は、令和６年度は相談支援従事者現任研修のカリキュラムにおいて、主任相談支援専門員にスーパーバイザーを依頼して事例検討を行った。
また、市内相談支援事業所に新規配属となった相談員について、主任相談支援専門員の所属する事業所に依頼し、現場研修を実施。
さらに、令和７年度は地域の主任相談支援専門員を中心に、市内事業所に新たに入職した相談員に対する研修の実施。令和６年度は専門職が他機関と連携しながら補装具相談や訪問相談を行った。令和6年度延べ人数として訪問相談１７人、補装具相談１６４人となった。
続いて、福祉避難所の開設・運営について説明する。令和７年２月１９日に福祉避難所受け入れ訓練を福祉事業所等と合同で実施。参加者は２０名であった。

（会長）
何か意見や質問はあるか。

（委員）
資料２（P７）の「チャレンジドオフィスあびこ」の運営における具体的な業務は何か。また、青年サークル「むぎの会」の活動内容についての詳細はどのようなものか。

（事務局）
「チャレンジドオフィスあびこ」については、文章の仕分け、ファイリング作業、消毒業務をメインとした清掃を行っている。人数は４人であり、任期は３年としている。これは令和５年から開始しているため、今年で３年目となる。そのため、開始当初から入った２名が今年で卒業となり、一般就労に向けた面接練習等を行っている。
勤務時間は７時間弱であり、長時間勤務が難しい方は４時間程度から始め徐々に勤務時間を延ばすという形での勤務の方もいる。
　「むぎの会」は一般就労に結び付いた方にとって相談できる友達作りの場として考えている。コロナ禍前は、話し合いやボードゲームをしたりといった交流の場があった。「むぎの会」の必要性について検討の余地はあるが、継続しているというのが現状である。

（委員）
「むぎの会」のコーディネーター（担当者）は誰か？
（事務局）
基本的には就労支援センターが主となる。

（会長）
他の質問や意見はあるか？

（委員）
「福祉避難所の開設・運営」という訓練をしていることは素晴らしい取り組みだと思う。だが、避難所は開設したら終わりではなく、しばらくそこで生活することになる。福祉避難所に障害分野だけでなく、様々な分野の方も来る可能性を鑑みると横断的な訓練があると良いのではないか。今のままでは、実際に災害が起こった際に長期的な対応に迷いが生まれると考えられる。

（会長）
福祉避難所に関しては、昨年あらき園で実施したと思うが事務局から何かあるか。

（事務局）
福祉避難所は、「福祉的な配慮が必要な方が７２時間以内に福祉避難所の体制整備後に移動する」という形で定義されている。７２時間で医師や看護師といった医療的ケアの必要な人に対応できる体制整備や、障害を持つ人に対応できる職員を揃え開設をするという流れになる。そのため、必ずしも福祉避難所が開設されるとは限らないが、必要に応じて市内各所に開設される予定となっている。
職員のみの訓練を一昨年に実施し、昨年は職員に加え我孫子市手をつなぐ育成会の方や事業所の方にも参加していただくといったように対象を少しずつ広げている。
また、避難が長時間になることで医療面や支援面での問題が生じてくる。重度の支援を必要とする方は、福祉避難所ではなくグループホームや医療機関に避難をする流れになっているため、そのような重度な支援が不要な方が福祉避難所に入るというように定義している。
しかし、今後福祉避難所の開設をするとなると地域の方やボランティアの手助けが必要となるため、市民安全課と協議のうえで体制強化を検討していきたい。

（委員）
学校に通う子どもたちにとって一番安心できる場所は学校なのかもしれない。災害が起こった時に物資がどのくらい必要となるか等、学校側は学校での対応方法等計画を立てているため、市として連携を取ってくれると良いと思う。教員も被災することになると思うが、あらかじめ連絡を取っておくことも重要であると思う。

（事務局）
災害時に問題となっているのが、避難所に職員を配置できるかであり、市で開設できる場所については市の職員が配置されるようになる。特定の場所に何名程度避難しているという情報が分かれば、そこに対して物資を運ぶことは可能だが、場所が多くなると厳しいため事前の話し合いが必要となる。この点に関しては、市民安全課にも検討課題として取り上げていきたい。

（委員）
福祉避難所等に避難できる人は良いが、避難場所に行くことが出来ない人に対してはどうしたらよいか。災害が起こった際に避難場所に行くことが出来るのが一番良いが、行くことが出来ない人もいる。この状況を地域が把握しなければ、取り残されてしまうのではないか。

（事務局）
市として要支援者、要配慮者名簿を作成するために情報をリスト化してよいかといった内容の手紙を対象者に送付している。これに対して返事が無ければ名簿に入れるが、載せないでほしいという申し出があると載せてはいけないことになっている。なおかつ、この名簿を近隣の自治体や防災団体に送付をするが、受け取ることに同意が得られなければいけない。市内には約１８０の自治会があるが、２０か所程度しか受け入れていない状況である。市民安全課による説明会や会議を開催しているが、なかなか進まないのが現状であり、引きこもりや外出への恐怖を持つ人をどのように助けてあげることが出来るかは非常に難しい課題である。
災害時は「自助・共助・公助」といったように、まずは自分で自分を守らなければいけない。そのため、「自分の身を守ることが出来るように、最低限１週間の食料や水分を用意しておくべき」といった助言をすると良いと思う。
また、災害には様々な種類があり種類ごとに対応方法を考えていく必要がある。引き続き検討を続けていく。

（委員）
一般の避難所にまずは避難してから、必要に応じて福祉避難所に振り分けられると思うが方法や状況に応じた移動の確保はどのようにするのか。

（事務局）
福祉避難所の振り分けは、状況確認をした現場職員、市民安全課の職員、福祉避難所の開設職員が話し合いをして決めることになる。移動手段についても災害の種類によって異なるが、基本的には市の職員が行うことになっていた認識である。

（委員）
「避難行動要支援者避難支援計画の推進」の中で、自治会は情報を提供しただけで把握は出来ていない。また、緊急時対応対象者リストを受け入れている自治会が少ないことについて、市や自治会の課題でもあるが住民の高齢化も関係しているのではないか。市と自治会での話し合いが課題となると考える。
質問として、「成年後見人・保佐人・補助人への報酬費助成」の対象者内訳を知りたい。また、「老人福祉センターへの視覚障害者マッサージ師派遣」について西部福祉センターが令和６年をもって閉館となったことから、事業も終了となっていうが完全になくなってしまったということか。そして、「緊急対応対象者リストの活用」を新規で掲載していて良いと思う。だが、該当者の親が倒れた時、片親の場合はどうするのか、連絡方法をうまくリストアップして繋ぐことが出来るかが課題だと考える。

（事務局）
緊急時に市のみではなく、事業所や社会福祉協議会を含め対応方法を理解し事前に準備を行うことや、必要なものをリスト化することが良いと思う。

（委員）
「老人福祉センターへの視覚障害者マッサージ師派遣」が終了となったと記載があるが、障害のある人の活躍の場が損なわれたと捉えられる。この代わりとなるような事業や活躍の場があるのか伺いたい。

（事務局）
「成年後見・保佐人・補助人への報酬費助成」の対象者内訳は、生活保護が１２名、類型は後見人６件、保佐人８件、補助人２件であった。また、「老人福祉センターへの視覚障害者マッサージ師派遣」の廃止に伴う影響について説明する。もともとつつじ荘、西部福祉センターの２か所で実施していた。コロナの影響により利用者数が激減し、つつじ荘を閉鎖した。その後も西部福祉センターにおいては活動を継続し、週１～２人の利用があった。しかし、利用者の減少、高齢化に伴う事業継続の難しさにより廃止することとなった。視覚障害者協会からは、活躍の場が欲しいという意見はいただいていない。
そして、「緊急対応対象者リストの活用」に関してはまちかど相談室にリストを提供しているが、災害時にどのくらい職員が動けるか、どのくらいの利用者がサービスを必要としているかと考えた時に、サービスを必要としている人の方が多いのではないか。普段から緊急時の対応を考えることが必要であり、啓発していくべきだと考えている。

（会長）
他に質問や意見はあるか。

（委員）
緊急時よりも通常の方が大切であると考える。例えば、親の体調不良による連絡や助けをどのように求めるか、対応できるのかが重要となる。手帳所持者で事業所に通所している方や、介護サービスを利用している方等は緊急時に気付くことができる。だが、全ての人が該当するわけではないため、通常時の対応も考えておくべきであると思う。


（委員）
　「虐待に対する相談、指導」は具体的にどのようなものか。

（事務局）
虐待相談を大きく分けると養護者による虐待、施設従事者による虐待に分けられるが、通報者は様々。まずは安全の確保を重視して対応している。その中で、施設での虐待であれば障害者支援課でチームを作成し事業所での聞き取りや記録のチェックをしている。その中で虐待である場合や、不適切な支援がある場合にはその内容についてまとめ、事業所に報告している。その上で改善計画書を作成してもらい、その報告をもとに市として対応している。養護者虐待については、ケースワーカーや各関係機関と連携し情報収集を行い、虐待状態の解消に向けて取り組んでいる。場合によっては成年後見制度の市長申立てにつながるケースもある。

議案第2号　各部会等からの報告について

（相談支援部会長）
相談支援部会は今年度1回開催し、3つの内容について協議した。
まず、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの取り組みとしての、昨年度３件の精神科病院訪問を行った。病院との連携強化により、入院や新たに医療とつながったケースがあったと報告を受けた。
次に、社会福祉協議会からの質問として挙がった、新規のあんしん生活支援事業についての説明、質疑応答を実施。この事業について近隣に親族がいない場合に支援が可能であり、今後市内での利用に繋がることができればと考えている。
そして、６５歳到達または特定疾病によって介護保険の２号被保険者となった方についての課題を話し合った。課題の共有をしたが、解消方法の話し合いについてはできなかった。

（権利擁護部会長）
　今年度は５月２９日に実施。令和６年度の虐待通報報告等を内訳も含め説明を受けている。委員から障害者虐待を減らすための原因分析はできているかといった質問があったりと、様々な意見が出ている。また、市職員の障害者採用についてやどのような配慮をしているかといった質問もあった。
　障害者の理解促進・権利擁護啓発として昨年度に引き続きポスター、五行詩の募集を実施している。現状はポスターの応募が１２件、五行詩は応募がなかったためポスターについては投票を実施し、表彰を行う予定である。権利擁護部会委員だけでなく、一般の方にも投票してもらうために、アビスタ、ぷらっと、ぽぽら、あびこん、障害者支援課内の５か所で投票場所を設け実施する。市長賞、我孫子駅長賞、市議・県議賞等はどうか、といった意見が出たが出来る範囲で実施するということで決定した。
また、施設職員向けの虐待研修についての話が出た。グループホーム連絡会に協力していただき、研修の開催を予定している。対面での開催だけでなく、オンラインでの参加やアーカイブを残すことはできないかといった意見が出た。

（会長）
ポスターの審査はいつ行うのか。

（事務局）
作品の募集は８月末で終わり、９月２１日まで投票期間を設けている。市役所のみ１９日までとしているが、投票していただければと思っている。

（委員）
重複して同じ方が２件提出したといったことはあったか。また、参加者の実数を教えてほしい。

（事務局）
全て違う方が作成したが、チームでの作成者もおりその中に重複している方がいるというケースはあった。例えば、①の作品についてAさんとBさんが作成、②の作品についてはAさんとCさんが作成といったように、作品としては別だが複数の作品を作成したという人もいる。この点については難しいところであるが、あらき園から１件、はるか５件、みんなの広場「風」から６件という内訳になっている。

（会長）
虐待防止研修について、みどり園の職員にしてもらう話が出た。福祉施設連絡会とも共同して行うことはできないか。

（委員）
研修について市のほうで県の派遣制度を活用するという話が出た。この制度は無料であるからよいのではないかという意見もあった。福祉施設連絡会は職員を対象としているため、目的としては同じ対象となる。

（委員）
同じ年度に２回似たような研修があるのはどうなのか。

（事務局）
今回権利擁護部会の中でグループホームでの虐待件数が多かったことに対して、連絡会の場で実施するのが良いのではないかとなったが、テーマとしてグレーゾーンについての話し合いの場があがった。今後同じようなテーマで実施するのであれば、連携することも可能であると考える。

（委員）
福祉施設連絡会においてもみどり園の職員に話してもらうことができればよいと思う。だが、今回グレーゾーンについては支援者向けか管理者向けかについてすり合わせを出来るとよい。
（就労支援部会長）
今年度は７月１４日に開催し、議題は２つ。
まず、１０月に始まる就労選択支援事業について。今までこれまで就労経験のない方に対しては、アセスメントを取りB型のサービスの活用が適正かを評価する直Bアセスメントを行っていたが、その機能強化のための就労選択支援事業の指定を受ける予定の方々の進捗確認と情報共有を行った。現状として１０月から指定を受けるのは、つくばね会のはるかのみである。はるかの職員からは、国の研修を受けどこまでアセスメントを実施するべきか等の情報共有や、アセスメント手法や質の向上の検討がされた。
また、特別支援学校の生徒は例年は福祉施設を利用する前にアセスメントを取っていたが、１０月からのスタートは難しいというところで来年の４月から就労選択支援事業を活用していく方針である。今年度に関しては、例年通りのアセスメント手法で行うことを共有した。
加えて、市から対象者の数を教えてもらい、連携を取りながら適切なアセスメントを実施していこうと考えている。柏市では手を挙げた事業所がいなかったという話も出ていた。この要因として、柏市は指定機関が柏市となり、我孫子市は千葉県の指定であり指定を出す場所によって要件が変わってくる。就労選択支援事業を行うにあたり、敷地的な要件の違いがありそれにより手を挙げることができなかった施設が多かったという話が出ていた。管理者からの確認も得ているため、連携を取りながら在り方の検討もしていく方針である。
次に、昨年度から進めている福祉施設の情報発信についてである。令和８年１月を目途に現在届いている施設分は完成する見込みである。福祉施設も増加しているため、随時声掛けを行っている。メールや電話、直接会った際に全施設についての情報発信や、今後就労選択支援事業を開始する事業所への選択肢等に活用していきたいと考えている。
最後に、我孫子市内の企業で働くことのできる数を増やしていきたいと話している。いきなり雇用を広げるのは難しいため、我孫子市の商工会に障害者雇用の説明会や、マッチングを行うことができればと思っている。このようにして年度を跨いだ準備を行いながら、市内の事業者の障害者雇用の充実について協議していきたい。

（くらし部会長）
今年度は７月２９日に開催。日中サービス支援型グループホームの評価について、超高齢社会に向けたコミュニティコーピングを実施した。
　日中サービス支援型グループホームの評価については、評価項目の中に配置されているグループホームの職員の資格や経歴、研修記録、利用者の内訳や障害種別の明示、日中活動や協力医療機関の記録、個別支援会議の実施状況等が盛り込まれるとよいという意見が出た。今後、評価については年に１回実施し必ず管理者とサービス管理責任者に参加してもらうという方向で進めていきたい。
　課題としては、人材育成や本部と現場の認識のずれ、またグループホームの需要と供給がみあっていないことにより入居できないというマッチングの問題が挙げられた。今後事務局で今回の意見を取り入れた評価表を作成し共有してもらう予定になっている。
　また、前回の話ではないが新しく参入したグループホームでの利用者の不利益につながるような運営があるという話も挙がっているため、事業所の運営体制についても話し合いを進める方針である。

（会長）
くらし部会について質問等はあるか。

（委員）
グループホームのマッチングについて、強度行動障害の方がなかなか受け入れてもらえないという話があるが足りている層、足りていない層はあるか。
また、精神障害の方は一軒家や集団であると難しいが、アパート型は我孫子市に数が少なく、かつ職員体制が整っておらず入居できない、既に満床で受け入れ待ちの状態の場所、在宅の場合でもヘルパー不足といったように連動的な部分もあり、そこが課題であると思う。

（委員）
日中サービス支援型の事業所において２４時間３６５日同じ事業所にて仕事をする場合、利用者の食事、作業、それに対しての事業所の考え方、各現場の事業所と本部との連携が上手く回っているのか等について注意する必要がある。くらし部会長からの報告であったようにグループホームだけでなく、作業所においても指示や改善を行い両者が楽しく過ごすことができるようにしてほしいと思う。また、評価は年に１度行っているということだが、打ち合わせや見学、チェックを考えると年２，３回打ち合わせが必要となると考えられるため、スケジュールや考え方があれば教えてほしい。

（委員）
今後話し合いを進めながら日中支援型に限らずグループホーム全体で見ることができればと思っている。様々な観点を含めて、くらし部会として動いていきたい。

（委員）
「障害福祉サービス事業所の指定および監査」として共同生活援助の実地指導が３件となっているが、市として気になったところがあったのか、どのような指導をしたか、グループホームの実態について教えてほしい。

（事務局）
昨年度３か所のグループホームの実地指導に行き、それぞれの特徴があるため一概に言いきれない部分もあるが、どのグループホームも人材不足に悩んでいた。それにより利用者への支援が薄くなるということはないが、職員として苦しい思いを抱えながら働いている印象だった。また、グループホームは常に満床状態であることでなかなか入居に至らない、入居に至るまでに長い年月がかかる方もいるためそれについて心苦しさを感じる管理者もいる。さらに、職員、利用者共に高齢化に伴う支援の難しさがあることについて話すところもあった。

（会長）
日中支援型のグループホームに対してチェックを行うことが大切になるため、情報共有しながら進めることができるとよい。
続いて、自立支援協議会の連携機関である療育・教育システム連絡会より報告をお願いする。

（委員）
療育・教育システム連絡会は発達に支援が必要な子供を早期発見し、療育支援、家族への支援、地域における支援、及び教育に関する支援を充実させること、ライフステージにおける切れ目のない支援を行う体制を構築し、推進することを目的としている。第3期子ども発達支援計画の中間報告や各部会、各課からの報告を実施した。
各課からの報告の中で、湖北特別支援学校は義務教育ではなく希望する生徒を対象とし、中学校の時に上手くいかない生徒も新しい環境でやりたいことを見つけて登校できていると説明。中学校とより連携できるとよいと考える。
学校教育課としても特別支援級は個々に合わせた学習ができるメリットはあるが、義務教育卒業後の将来の自立、社会参加を見据えた教育をしていかなければならないため、基本的に通常級に戻せる生徒は戻す方向に動いている。
また、元々生まれ持って障害を持つ人への支援体制を充実すること、発達障害特性があったとしても、社会に出ていけるような支援をしながら社会に出していくといった流れとして支援体制を組んでいる。中学校までは学校の先生が合理的配慮を提供しているが、その後は自分で合理的配慮について考える状況であるため、SOSの出し方等をしっかり考えることが重要な中で、個別支援計画も中学校まで評価できないかというようなところも協議している。
さらに、健康づくり支援課においては、国が推奨している5歳児健康診査の実施には、目的の対象者に対して医師診察が必須となっているが、小児科医が不足している状況下において医師の確保が課題になっていると説明。

（会長）
質問や意見はあるか。

（委員）
以前から「ライフダイアリー」の話は出ていたが、その充実により大人になった際の支援や情報が活かされていると大変助かると思う。

（会長）
このような風土が広がると障害のある人もない人も住みやすい我孫子市になると思うため、今後もお願いしたい。
続いて、自立支援協議会の連携機関である福祉施設連絡会より報告をお願いする。
（委員）
前回は８月２５日に実施し、出席率もよく活発な意見が出た。福祉事業所の職員が出席し、アットホームで良い会議であった。各担当からの報告の中で、１２月６日にスポーツレクリエーションという形で本人活動として湖北特別支援学校を借りてボッチャ等を開催するという話があった。
また、１０月２５日にふくしフェスタを開催する。手賀沼公園の通路を借り、各事業所のPRや物を売ったりする。１０月１日号の広報あびこにも掲載する予定となっている。
そして、虐待防止研修についての話し合いや、防災については非常時にどのように対応するかという面もあるが、災害企画としてまずは楽しく災害について学ぶことから始める。職員向けとして、グループホーム連絡会を中心に企画した。

議案第３号　我孫子市基幹相談支援センターについて

（事務局）
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８９条の３第1項に規定する協議会設置運営要綱では、自立支援協議会の機能の１つとして「基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置に関する協議、事業実績の検証」が明記されている。
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として事業及び業務を総合的に行うことを目的として障害者総合支援法第７７条２項に定められた施設である。役割として、「総合的・専門的な相談支援の実施」、「地域の相談支援体制の強化の取組」、「地域移行・地域定着の促進の取組」、「権利擁護・虐待の防止」の４つに分けられる。中でも、我孫子市は市直営で設置されており、相談係７名、サービス調整係３名の計１０名が担当している。内訳として、社会福祉士８名、精神保健福祉士４名、相談支援専門員７名となっている。東葛地域は民間委託をしている市が多いが、直営で行っているのは我孫子市の特色である。
まず、「総合的・専門的な相談支援の実施」について令和６年度の相談総数は４４８８件、放課後等デイサービスや児童サービス等、児童相談は子ども相談課に入るため当課としては短期入所や補装具の相談、不登校状態の児童の中学校卒業後の進路としての福祉サービスの相談等が対象となっている。
次に、「地域の相談支援体制の強化の取組」として新人相談支援専門員の研修を実施。これは、市内の相談支援事業所の中で新しく相談支援専門員を配置した事業所からの依頼を受けて行っている。内容としては、障害者支援課のケースワーカー会議に参加してもらい、相談支援専門員が作成した計画や支給決定に係る理由書作成後の協議や支給決定の方法を学ぶことや、子ども相談課で児童の支給決定の流れを知ってもらうこと、こども発達センターの見学、相談支援事業所なの花での研修等をプログラムとしている。また、２か月に１回市内相談支援事業所連絡会を開催し、事例検討や報酬決定の説明会を実施した。今年度はグループスーパービジョンの講習会を全３回実施している。
我孫子市の強みとして、市役所の福祉総合職の配置が多いことによる他課との連携のしやすさ、他課での経験がある職員が多いことによる重層的な視点で支援の検討が可能になること、障害に係る様々なサービスへの知識や成年後見の市長申立てに迅速に対応できることが挙げられる。
一方、課題として市直営であることから基幹相談支援センターとしての機能が見えにくいことや、兼務であることから人数が多いようで多くないこと、緊急時の保護先として融通が利かない、２４時間対応できないことが挙げられる。
そこで、昨年度からより相談しやすい基幹相談支援センターになるために相談支援事業所向けに受付票を作成した。受付票がなくても相談を受けることはできるが、相談票があることで困難ケースを一人で抱えなくてよいと相談員に思ってもらえるように実施している。

（会長）
質問や意見はあるか。

（委員）
１７時以降、８時３０分以前、土日祝日や夜間はどうしているのか。また、今後の取組や市としてどのように考えているか。

（事務局）
他市では２４時間対応できるところもあるが、我孫子市としては８時３０分から１７時以外の時間についての流れとして守衛が課長に電話をしている。大体は週明けで済むことが多く、今すぐできることはないが連絡は来るようになっている。

（委員）
休みの日は仕方ないと思う。事業所として市に報告することもあり、多くは現場で対応している。虐待に関しては市と共同で対応をしている。

（委員）
障害者まちかど相談室は２４時間体制で動いている。今後も周知をして、市と連携を取りながら対応していきたい。

（事務局）
市長同意の場合は週明けでも良いか聞いて判断している。正直事業所に甘えてしまっている部分もあるが、市としてやるべきことを行っている。

（会長）
基幹相談支援センターが直営であることの強みが多い。相談のしやすさ、市が把握してくれていることへの安心感、バックアップ体制の充実によりやりやすさを感じる。今後も継続して行っていってほしい。
議題は以上となるが、事務局から連絡等あるか。

（事務局）
令和７年度第２回自立支援協議会本部会は３月頃を予定している。詳細については追って連絡をする予定。

（会長）
　以上をもって、令和７年度第１回自立支援協議会本部会を閉会する。
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